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藤沢市議会局設置条例の制定について 

藤沢市議会事務局設置条例の全部を次のように改正する。 
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藤沢市議会局設置条例 

藤沢市議会事務局設置条例（昭和２５年藤沢市条例第４１号）の全部を改正する。

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条第２項の規定により、                  

藤沢市議会に事務局として、議会局を設置する。  

（議会局の職員） 

第２条 議会局に局長及び書記のほか必要な職員を置く。  

（委任）  

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

   附 則 



 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和３８年条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （藤沢市議会基本条例の一部改正） 

２ 藤沢市議会基本条例（平成２５年藤沢市条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

  目次中「第８章 議会事務局等の体制整備」を「第８章 議会局等の体制整備」

に改める。 

  「第８章 議会事務局等の体制整備」を「第８章 議会局等の体制整備」に改

める。 

  第２０条中「議会事務局」を「議会局」に改める。 

（藤沢市職員定数条例の一部改正） 

３ 藤沢市職員定数条例（昭和２４年藤沢市条例第３３号）の一部を次のように改

正する。 

  別表中「議会事務局職員」を「議会局職員」に改める。 

 （藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正） 

４ 藤沢市一般職員の給与に関する条例（昭和２６年藤沢市条例第６号）を次のよ

うに改正する。 

  別表第６等級別基準職務表１行政職給料表（１）等級別基準職務表中「議会事

務局」を「議会局」に改める。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、議会の事務局について、議会局とし、議会機能の充

実・強化を図る必要による。 


